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　会社と従業員との間の契約と聞

いて，真っ先に思い浮かぶ代表は

労働契約ですが，その他にも，就

業規則，労働協約，労使協定など

があります。今回は，普段聞き慣

れない『労働協約』と『労使協定』

の違いについて見ていきましょ

う。

1

交渉の当事者と対象者

　まず，「労働契約」は，会社と

従業員個々人との間の契約です

が，『労働協約』『労使協定』は，

いずれも従業員の集団との間の契

約です。実際に交渉，締結するの

は，その集団の代表が行います。

『労働協約』の場合は，相手方従

業員集団は労働組合のみですが，

『労使協定』は労働組合がなけれ

ば従業員の代表が相手方になりま

す。

　ただ，『労働協約』の労働組合

は組織の大小は問わず，たとえ組

合員が数人であっても構いません

が，一方の『労使協定』は，労働

組合，従業員代表ともに，必ず「過

半数」で構成されていなければな

りません。

　それは，そもそも両者の目的が

異なるからです。『労働協約』は，

従業員個人では限界のある交渉

を，組合という団体交渉によって，

より良い労働条件を求めて行うの

が基本であり，その恩恵を受ける

のは希望する組合員のみでよく，

非加入従業員にまで及ばせる必要

はないのですが，『労使協定』は，

法律が定める規制の例外を認めて

もらうために設けられたものであ

ることから，その効力の対象は全

従業員であり，せめて過半数の合

意を得なければならないというこ

となのでしょう。

　ちなみに，法律の条文には『労

使協定』という文言はなく，「事

業場に労働者の過半数で組織する

労働組合がある場合においてはそ

の労働組合，その労働組合がない

場合においては労働者の過半数を

代表する者との書面による協定」

との文言を『労使協定』と呼んで

います。

2

両者の相違

　先ほど，『労働協約』は，労働

条件を合意するものだと述べまし

たが，「就業規則」や「労働契約」

との関係はどうでしょうか。「労

働契約」では，「就業規則」を下

回る部分は無効となり，「就業規

則」の条件まで引き上げますが，

逆に「就業規則」を上回る部分は

「労働契約」の条件が存続する，

となっています。ところが，『労

働協約』は，どんな場合でも「就

業規則」より優位に立ちます。『労

働協約』に反する労働条件は認め

られません。「反する」ことがで

きませんので，仮に，「就業規則」

を下回る部分があったとしても，

そのまま『労働協約』の内容が労

働条件となるのです。そして，原

則的には，適用対象は組合員です

が，同種の従業員の 4分の 3以上

の従業員が適用を受けるに至った

場合，その『労働協約』の内容は，

組合外の同種の従業員にも及ぶと

されています。このように，『労

働協約』は適用のある従業員の労

働契約を直接に規律する強い効力

（規範的効力）を持っているので

すね。

　優位順に並べてみると（法令＞

労働協約＞就業規則＞労働契約）

という順番です。

　これに対し，『労使協定』を上

記各契約に並べられないのは，趣

旨が異なるからです。『労使協定』

は，法律が定める労働条件に反す

る定めをすることが認められるも

のですが，これは，行政との間に

おいて，『労使協定』の届出によ

って罰則の適用を免れる効果（免

罰的効果）があるということで，

「法律の規定を超えても罰せられ

ません」，という意味です。

　しかし，ここからが法律の複雑

なところなのですが，この免罰的

効果は，公法上会社に科せられて

いる義務について免除するだけ
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で，それが従業員の労働条件に

なるわけではありません。法律上

は，「公法上の要件（法律違反の

罰を免れること）」と「私法上の

要件（従業員との間で合意し労働

条件とすること）」とは，別のこ

となのです。

　法律違反か否かは，あくまでも

行政との間の話です。行政に「例

外を認める」というお許しをもら

ったからといって，そこに従業員

は関係なく，従う義務はないので

す。それを従業員の労働条件とす

るためには，別途，会社と従業員

との間で合意が成立しなければな

りません。ここが，従業員の直接

的規律になる『労働協約』と大き

く異なるところです。

　例えば，俗に「36協定」とい

われる『労使協定』があります。

これは，法定労働時間を超えて

『労使協定』で定めた時間まで労

働させることが可能となる協定で

すが，この「36協定」を締結し

届け出ただけでは，従業員に法律

の上限を超える労働を義務づける

ことはできません。「法定労働時

間を超えて労働を命じることが

ある」「時間外労働がある」等と

規定された「労働契約」，「就業規

則」，『労働協約』があってはじめ

て，残業を命じることができるの

です。

　逆に，法違反があったとしても，

罰則は科されますが，従業員との

労働契約等は直ちに無効になるわ

けではありません。「36協定」が

無効で違法な時間外労働をさせて

いた，となったとしても，従業員

の時間外労働が無効になるわけで

はありませんので，割増賃金の支

払い義務は残る，ということにな

ります。

3

成立要件

　次に，それぞれの成立要件を見

ていきます。『労働協約』は，書

面を作成し，会社と労働組合双方

の締結権限を持つ者の署名または

記名押印がなければなりません。

書面の様式も表題も問いません

が，両者の署名または記名押印が

欠けているものは，『労働協約』

とは認められません。

　他方，『労使協定』には，労使

各代表者の署名または記名押印

以外に，法所定事項の記載と（要

件となっているものについては）

労働基準監督署への届け出が必要

です。

　これは，『労働協約』は，会社

と従業員（組合）との私法上の合

意であるため，行政官庁は関与し

ませんが，『労使協定』は法律の

規制に関わるものだからです。

　そして，『労使協定』においては，

書面の形式以上に重要な必須要件

として「手続き」があり，正しく

行っていなければ，『労使協定』

は無効になります。

　それは，労働組合がない場合に

おける従業員過半数代表者の選出

手続きです。

　過半数代表者になれる従業員

は，会社に直接雇用されている全

従業員のうち労基法上の管理監督

者を除く，とされています。ただ

し，母数には管理監督者も含みま

すので，選出する側（投票する従

業員）から管理監督者を除いてし

まうと，過半数に満たなくなるの

で注意しましょう。また，派遣従

業員は，選出者，非選出者のいず

れにも含みません。

　そして，一番疎かにしてしまい

がちで，一番問題になりやすいの

が，選出方法です。会社が指名し

た従業員にサインしてもらうなど

は致命的です。必ず，協定の締結

を行う者であることを明らかにし

たうえで，投票，挙手などの民主

的な選出方法で行いましょう。

　以上のように，『労働協約』は

組合員の労働契約の規律のための

ものであり，『労使協定』は会社

に科された行政上の規制を解除す

るものである，ところに違いがあ

りますが，『労働協約』にも賃金

通貨払いにおける例外という，一

部規制解除の役割もあり，両者の

違いには明確でないところもあり

ます。
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